
2014年（平成26年）９月号　広報 16

第
２
次
十
和
田
市
ご
み
減
量
行
動
計
画
を

策
定
し
ま
し
た

　

平
成
26
年
度
か
ら
28
年
度
ま
で
の
３
年

間
で
、
ご
み
の
減
量
と
リ
サ
イ
ク
ル
を
推

進
す
る
た
め
の
行
動
計
画
を
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
と
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
窓
口
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
☎
51
６
７
２
６

防
ご
う
！
農
作
業
事
故

　

10
月
31
日
㈮
ま
で
「
平
成
26
年
度
秋
の

農
作
業
安
全
運
動
」
期
間
で
す
。
秋
は
収

穫
作
業
な
ど
で
多
忙
と
な
り
、
農
作
業
事

故
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
農
作
業

中
は
次
の
こ
と
に
心
掛
け
て
、
事
故
を
未

然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

▼
コ
ン
バ
イ
ン
な
ど
の
農
作
業
機
械
は
、

　

必
ず
エ
ン
ジ
ン
を
切
っ
て
か
ら
点
検
・

　

整
備
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

▼
機
械
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
服
装

　

を
整
え
ま
し
ょ
う
。

▼
草
刈
り
作
業
中
の
事
故
も
多
発
し
て
い

　

ま
す
。
カ
バ
ー
を
取
り
付
け
た
り
保
護

　

具
を
身
に
付
け
た
り
す
る
と
と
も
に
、

　

周
囲
に
気
を
配
る
な
ど
し
て
事
故
を
防

　

ぎ
ま
し
ょ
う
。

▼
万
一
の
事
故
に
備
え
、
労
災
保
険
な
ど

　

へ
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

▼
作
業
中
は
水
分
補
強
を
し
て
、
日
射
病

　

や
熱
中
症
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

問
十
和
田
市
農
機
具
利
用
事
故
防
止
対
策

　

協
議
会　
（
農
林
畜
産
課
内
）

　

☎
51
６
７
３
６

農
地
の
借
り
受
け
希
望
者
募
集
お
よ
び
農

地
の
貸
し
付
け
希
望
者
の
受
け
付
け
開
始

　
（
公
社
）
あ
お
も
り
農
林
業
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
、
３
月
19
日
に
県
か
ら
農
地
中

間
管
理
機
構
の
指
定
を
受
け
、
農
地
中
間

管
理
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
経
営
規
模
を
縮
小
す
る

出
し
手
農
家
か
ら
支
援
セ
ン
タ
ー
が
農
地

を
借
り
入
れ
、
公
募
に
応
募
し
、
公
表
さ

れ
た
規
模
拡
大
す
る
受
け
手
農
家
に
、
ま

と
ま
っ
た
農
地
を
貸
し
付
け
る
も
の
で

す
。

　

受
け
手
の
公
募
は
、
５
月
上
旬
か
ら
実

施
し
て
お
り
、
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、
農
林
畜

産
課
の
窓
口
に
応
募
用
紙
を
備
え
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　

応
募
の
状
況
は
、
７
月
末
、
10
月
末
、

翌
年
１
月
末
に
取
り
ま
と
め
て
翌
月
に
公

表
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
農
地
を
支
援
セ
ン
タ
ー
に
貸
し
た

い
希
望
者
（
出
し
手
）
に
つ
い
て
も
、
受

け
付
け
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

事
業
の
要
件
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
、

農
林
畜
産
課
ま
た
は
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
▼
（
公
社
）
あ
お
も
り
農
林
業
支
援
セ

　

ン
タ
ー
☎
０
１
７
・
７
７
３
・
３
１
３
１

▼
農
林
畜
産
課

　

☎
51
６
７
４
１

平成 26年度の税制改正により、一部の市税の税率が変わります 問税務課☎51 6765

 軽 自 動 車 税

▲

原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車
　平成 27 年度から新税率が適用

区分 現行税率 新税率

原動機付自転車

排気量 50cc 以下 1,000 円 2,000 円

排気量 50cc 超 90cc 以下 1,200 円 2,000 円

排気量 90cc 超 125cc 以下 1,600 円 2,400 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円

二輪の軽自動車 排気量125cc超 250cc以下 2,400 円 3,600 円

二輪の小型自動車 排気量 250cc 超 4,000 円 6,000 円

▲

三輪および四輪以上の軽自動車

区分 現行税率
Ⓐ

新税率
Ⓑ

重課税率
Ⓒ

三輪 3,100 円 3,900 円    4,600 円
四輪以上 /乗用 /営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円
四輪以上 /乗用 /自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円
四輪以上/貨物用/営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円
四輪以上/貨物用/自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

▲

専ら雪上を走行する軽自動車、小型特殊自動車
　（農耕作業用、その他）
　税率の変更はありません。

◆平成27年度から、平成 27年４月１日以後に初め 
　て車両番号の指定を受けたものは、新税率Ⓑが適
　用。同年３月31日以前に車両番号の指定を受け
　たものは、現行税率Ⓐが適用されます。
◆平成 28年度から、初めて車両番号の指定を受け
　た月から起算して 14年を経過した月の属する年
　度以後の年度分の税率には、重課税率Ⓒが適用
　されます。
　ただし、平成 15 年 10 月 14 日前に初めて車両　
　番号の指定を受けたものは、初めて指定を受け
　た月の属する年の 12 月から起算して 14 年を経
　過した月の属する年度以後の年度分の税率に、　
　重課税率Ⓒが適用されます。

法人市民税

　平成26年10月１日以後に開始する事業年度分から、
法人市民税の法人税割の税額が 12.1％に変更となりま
す（現行 14.7％）。


